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消
費
税
増
税
法
案
が
本
年
八
月
十

日
に
成
立
し
　
平
成
二
十
六
年
四
カ

か
ら
八
時
に
　
さ
ら
に
そ
の
理
年
十

月
か
ら

一
０
ヽ
に
な
る
こ
と
が
決
定

し
ま
し
た
　
そ
こ
で
　
ポ
イ
ン
ト
を

以
下
　
肇
理
し
て
み
ま
す
．

な
お
　
当
初
提
出
の
法
案
に
窪
ウ

込
ま
れ
て
い
た
所
得
税
　
相
誰
麓
与

税
関
係

の
改
正
は
　
全
て
見
送
ら
れ

て
い
ま
す
。

消
費
税
増
税
の
内
書

消
費
税
華
の
引
上
げ

消
費
純
率
が
現
行
の
五
“

（消
費

純
四
“

地
方
消
費
税

一
ヽ
）
か
ら

３
平
成

二
十
六
年
四
月

一
日
か
ら
八

町

（滴
受
駐
六
≡

一ヽ

　
地
方
消
費

駐

一　
ｔ
町
）

０
平
成
二
ｉ
ｔ
年
十

月

一
日
か
ら

一
〇
略

（消
費
税
七

八
“
　
地
方
満
費
祝

〓
と
一
町
）
と

段
席
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

な
お
　
増
務
予
定
時
期
の
常
学
年

前
に
　
窪
着
摘
身
を
見
極
め
て
最
終

的
に
実
滋
を
判
断
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

２
　
済
費
税
増
税
に
伴

い
検
討
さ
れ

る
事
項

０
　
消
費
税
増
税
後

の
住
宅
賠
入
者

の

一
時
の
税
資
担
増
加
に
対
す
る

平
準
化
　
横
和
対
策

Ｃ
　
医
察
機
関
幸

の
高
額
の
医
紫
設

偏
技
資
な
ど
に
係
る
税
負
担
増
加

に
対
す
る
対
策

低
所
得
者
旧

の
負
担
手
緩
和
の

た
め
の
格
付
付
さ
寵
額
在
除
制
度

[|

【図1】 消費税の新捜法人の曳税=泰書要件の見直し
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や
者
減
税
年
の
部
入

０
　
簡
易
課
税
制
度
の
み
な
し
仕
人

事
を
実
時
の
仕
人
事
の
水
準
に
近

づ
け
る
よ
う
続
小

Ｉ
　
付
随
し
た
改
正
事
項

１
　

一
定
の
新
盤
子
会
社
の
免
税
点

制
度
の
特
例
の
適
用
除
外

従
Ｘ
は
　
銀
会
社
挙
が
新
た
に
支

本
釜

一
千
万
円
米
済
の
子
会
社
等
を

巌
立
し
た
特
合

そ
の
子
会
社
等
は

原
則
と
し
て
二
享
末
年
度
は
課
税
事

窯
者
に
を
う
す
に
着
ん
て
い
ま
し
た

磁
モ
後
は
　
課
寵
売
上
高
が
五
憤

円
を
超
え
る
襲
会
社
等

（大
規
模
全

社
）
が
設
立
し
た
子
会
社
尊

（縄
会

社
が
五
０
略
超
を
直
接
　
間
接
に
保

有
）
は
　
こ
の
免
税
点
制
度
の
特
悦

を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
（臼
１
委
驚
）

一適
用
】

平
成
二
十
六
年
四
月

一
日

以
後
に
設
立
さ
れ
る
新
設
法
人
か

【
ク

２
　
中
間
申
告
不
要
事
業
者
の
中
間

申
告
制
度
の
割
捜

前
期
の
磁
定
消
費
税
額
亦
六
０
万

円
以
下

（地
方
消
費
税
含
む
）
の
事

業
者
は
中
間
申
告
亦
不
要
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
　
純
尊
引
上
げ
を
踏
ま
た

て
　
自
上
的
に
中
間
申
告
に
よ
る
納

税
を
希
理
す
る
事
実
背
に
つ
い
て
は

幅
Ａ
を
す
れ
ば
，
問
申
皆

（半
期
）

に
よ
り
納
税
て
き
る
制
度
が
設
け
ら

れ
ま
す
。

【適
用
】

平
成
二
十
六
年
四
月

一
ｎ

以
後
に
田
始
す
る
課
税
期
間
か
ら
。

３
　
建
設
額
負
工
事
契
掬
な
ど
に
つ

い
て
の
経
過
措
置

建
設
斎
負
Ｉ
守
契
約
や
不
動
に
な

ど
の
賃
貸
借
実
的
に
つ
い
て
は
　
枝

革

の
改
正
８

（平
Ｌ
〓
■
六
年
四
月

一
■
又
は
二
十
七
年
十
”

一
Ｕ
）
前

に
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
て
も
　
完

症
引
接
し
や
資
付
亦
第
幸
の
改
正
日

権
に
行
わ
れ
る
岩
合
は
　
旅
ｍ
と
し

て
新
寵
革

（八
埼
又
は

一
０
ヽ
）
が

お
Ｈ
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
　
契
約
締

荘
が

一
定

の
期
間
内
な
ど
に
行
わ
れ

た
場
合
に
は
　
旧
社
華

（
五
ヽ
ス
は

人
ヽ
）
を
適
用
す
る
極
お
括
置
が
言

し
ら
れ
ま
す

（図
２
参
照
）

Ｉ
　
消
費
税
増
税

へ
の
対
応

―
　
価
格
転
嫁

一
般
的
に
　
売
上
疑
棋
亦
小
さ

い

に
ど
　
消
費
れ

の
転
嫁
が
で
き
な

い

割
合
が
高
く
　
多
く
の
中
小
企
奏
に

と

っ
て
価
格
転
球
は
な
か
な
か
軽
し

い
よ
う
で
す
。

そ
う
な
る
と
　
収
登

と
資
金
海
り
が
な
化
し
ま
す

営
社

の
辞
求
形
態
が
本
体
価
格
と

消
費
税
額
を
別
４
に
表
記

（外
れ
方

式
）
し
て
い
る
方
が
価
格
転
嬢
し
や

す

い
尊
改
善
余
地
が
な

い
な
検
討
し

て
み
ま
し
ょ
，ヽ
。

２
　
運
転
費
全

一
強
的
に
は
　
売
上
代
金
の
入
金

は
仕
入
代
金
よ
り
後
に
な
り
ま
す

ま
た
　
消
費
寵
の
確
定
納
付
額
ヽ
電

加
す
る
こ
と
か
ら
　
運
転
資
金

の
生

担

の
樋
加
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

売
上
７
フ
ブ
　
，
ス
ト
制
ま
を
図

う
　
納
在
資
金
確
保
が
必
要
で
す

３
　
達
理
表
務
　
価
格
表
示

今
回
は
短
期
間
に
二
度
の
技
キ
の

引
上
げ
が
行
わ
れ
　
レ
ジ
の
シ
ス
テ

ム
や
鑑
理
実
雅
に
混
乱
亦
予
芝
さ
れ

る
の
で

早
め
に
対
こ
し
ま
し
ょ
う

Ｅ
　
甫
求
を
発
行
や
レ
ツ
シ
ス
テ
ム

の
変
更
の
峰
崎

商
品
西
格

の
表
示
変
更
と
と
も

に
　
レ
ジ
の
社
華
改
訂
の
変
正
羊

が
必
要
に
な
り
ま
す

の
で
　
対
応

を
使
苦
し
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う

０
　
財
務
会
計
等
の
シ
ス
テ
ム
対
応

の
確
芝

耗
卒
の
改
正
宮
を
跡
ぐ
事
奏
年

度

で
は
　
捜
数
の
税
率
が
濃
を
し

ま
す
　
財
務
会
計
等
の
シ
ス
テ
ム

が
対
応
で
き
る
か
確
認
し
て
お
く

必
要
が
あ
う
ま
す
。

【図21 1口税率をお円する経B44■
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‐ン 盤岩麟 暑
所得税法で「外資建取5はとは外国通費

て支払が行われる貫産の販売及び船人 役

務の提供 全 銭の貸付け汲び佑入れその他
の取ヨをいい 居 住者が外資建取引を行っ

た場合に0 そ の外資達取引を行った時に

おける舛宝建為替の売F相 場により損棄し

た全線により各種所得の全額を計算するも

のとされています.

額とその投資に充てた外国通貨を取得 した

時の為替レー トにより回線算した金額との

差額 (為替差損養)を所得 としてng隷する

2要 があります。

この場合 外 費建MMFを 売却 した場合

の惑渡 したことによる所得については非課

税 となりますが そ の譲渡による所得の金

額 を計毎する摩に そ の外費建MMFへ の

投資時の為替レー トによる円換算額をその

取得に雲 した全題として所得を計算するこ

とになります

なお 外 資建預貯全が満期となったよう

な爆合などで 同 一の金融機関に 同 一の

外国通寅で 盗 続 して預tナ大れる場合の糠

貯査の元本部分の預入【こついては 外 資窪

取=に 該当 しないこととされてもり 為 替

差損益が認譲されることはありません ま

た 他 の全融機関へ預tナ大れる場合であっ

ても 同 一通費で行われる限け 上 記の預

貯全の預大に森するものと解され 外 資建

取ヨに 該当せず 為 替差損益を認識 しない

とすることが相当とされています。

夕1受建預貯金 を払い出 して外資建MMF

(マネー マ ーケット フ ァン トの略。殺

資信託の一種)に投資 した壌合には 新 た

な経済的価値 (そのな資時点における評価

線)を 持った貫産 (公社債投資信託の宴茎

権)が外部から流大 したことになり そ れ

までは訥価差額にすぎなかった為書差損益

に相当するものが所得税法第36条 の収人

すべき全顛として実現 したものと考えられ

るため 外 賀建MMFの 投資金額の円線毎
●  ―

評
価
損
を
計
上
し
た
上
壕
株
式
の
時
価
が
翌
期
に
回
復
し
た
と
き

上
毎
株
式
の
事
業
年
度
末
の
時
価

が
そ
の
時
の
張
簿
価
額
の
お
お
む
を

五
０
％
相
当
額
を
下
回
る
こ
と
に
な

り
　
か
つ
　
合
理
的
な
判
定
基
準
に

基
づ
い
て
近
い
将
来
々
の
価
額
の
日

復
が
見
込
ま
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
る

と
き
け
　
評
価
損
の
損
全
算
人
が
認

め
う
れ
ま
す
。

こ
の
な
価
の
回
復
可
能
性
の
判
断

は
　
あ
く
ま
で
も
告
事
業
年
度
末
時

点
に
お
い
て
合
理
的
な
判
断
基
準
に

基
つ
い
て
行
う
も
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
　
例
え
ば
　
評
価
損

を
損
全
錬
大
し
た
上
場
株
式
に
つ
い

て
　
堕
事
業
年
度
以
降
に
ネ
価
の
上

昇
な
ど
の
状
況
の
変
化
が
あ
っ
た
と

し
て
も
　
そ
の
よ
う
な
事
後
的
な
事

情
は
　
評
価
損
を
計
上
し
た
時
点
の

株
価
の
回
復
可
能
性
の
判
断
に
影
書

を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
く
　
評
価
損

と
し
て
損
金
筆
大
し
た
処
理
を
趨
っ

て
是
正
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国外財産調書の提出制度の創設

畜Tな 練税 徴収の確保を□う観点から

日外財産を有する者がその俣有する国外財

産について申告する仕組み (日外財産調書

稿度)が』設されました。

その年の12月 31日 時点で そ の価類の

合計額が5000万 円を超 える日外財産 を

有する者は そ の財産の種類 散 ■及掛価

額その他必要を事項を記載 した語子 (国外

財産ヨr)を  翌 年の3月 15日 までに 所

轄韓務署長に提出しなければなうないこと

とされました。日外財産調書に偽 りの記載

をして提出した塩合や正当な理由がなく期

限内に提出 しなかった鳩合に tr l年 以下

の患役また050万 円以下の罰金が科 され

ます。なお 悩 状によけその刑を見除する

ことができることとされています

難初の日外財窪題子は 平 成25年 12月

31日 時点の日外財産の保右状況を記朝 し

て 平 成26年 3月 ,7日 =そ に提出するこ

ととなります。
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